
船舶事故調査報告書 

令和５年９月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年５月２２日 １４時１０分ごろ 

発生場所 山口県周防
す お う

大島
おおしま

町屋代島西方沖 

 下
しも

荷
に

内
ない

島灯台から真方位３５６°２.３海里付近 

 （概位 北緯３３°５３.１′ 東経１３２°１０.８′） 

事故の概要  プレジャーボートティンカーベルⅡは、航行中、干出岩に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和４年６月１３日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ティンカーベルⅡ、１７トン 

 ２６０－２８０９０広島、株式会社ＮＳパワー千代田  

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷船底部に亀裂及び破口を伴う擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、約２８ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行中、屋代島西方沖の干出岩

（以下「本件干出岩」という。）に北西方を向いた状態で乗り揚げた。 

船長は、海上保安庁に１１８番通報を行い、来援した巡視艇によ

り、同乗者と共に救助され、本船は、広島県呉
くれ

市の造船所にえい
．．

航さ

れた後、廃船処理された。 

本件干出岩は、屋代島西方沖の小
こ

磯
いそ

と称する水上岩から北東方に約

５０ｍ、南西方に約１５０ｍ、約９０ｍの幅で拡延し、本船が乗り揚

げた場所は小磯西岸の西方沖数十ｍであった。 

分析 

  

本船は、屋代島西方沖において、約２８kn の速力で航行中、北西方

を向いた状態で本件干出岩に乗り揚げたものと考えられるが、船長か

ら情報が得られなかったことから、乗揚に至った状況を明らかにする

ことができなかった。 

原因 本事故は、本船が、屋代島西方沖において、約２８kn の速力で航行

中、北西方を向いた状態で本件干出岩に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、事前に水路調査を行い、干出岩などの浅所から十分に離

れて航行すること。 
 


